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【分類】Ａ：指標・アンケートに関する御意見　Ｂ：政策評価の記述等に関する御意見　Ｃ：新たな御提案等　Ｄ：その他

No. 分類 頁

取組みの

方向性等

施策 委員意見（概要） 対応・考え方

評価表

の修正

担当部局

1 Ａ 総

3

4

政策評価全般 － － －

・４つの取組みの進捗状況について、“安心を実現する”と“百年の

礎を築く”に関しては、５割を超える人が目標に近づいていると感じ

ており、「どちらかといえばそう思う」も含めると８割の県民が評価。

“安心の実現”と“地域に対する誇り”については、個人的関心も高

い分野で、取組みが実現してほしいとの期待も込められている数

字だと思う。

・一方で、新４カ年戦略そのものを６５％の人が知らないと回答。今

後、さまざまな周知活動が必要ではないか。

・“アジアとつながる”は、中国や韓国との国家間の関係悪化が県

の取組みや人々の意識にもかなり影響を及ぼして、成果を上げる

ことが難しい状況であることは理解できる。

　新４カ年戦略の認知度を高めていくため、昨年度に引き続

き、政策評価を基に取組み等の成果を分かりやすくまとめ

た「進捗レポート」を作成するとともに、「県からのたより」を

はじめとする県広報誌や新聞、テレビ、ラジオ等の広報媒

体、更にはフェイスブック等での周知、県が関わる会議等の

活用などによる効果的な情報発信を行っていきたいと考え

ています。

　なお、本年7月25日に熊本日日新聞から発行された「2014

県政特集」に、新４カ年戦略の成果等が掲載されたところで

す。

　また、新４カ年戦略そのものはもとより、個別の取組みの

内容やその成果等の浸透を図っていくことも重要と考えてい

ます。そのため、今年度は「成果の見える化」の視点から、

個別の取組みを推進していくと同時に広報展開も進めてい

くように努めていきます。

無 企画振興部

2 Ａ 総 4 政策評価全般 － － －

県民の「新４カ年戦略」の認知度が低いままである。認知度を高め

ることが重要であるが、各項目すべてが県民に関係するわけでな

いので、必ずしも全部を認知してもらう必要はないと考える。地域

別、年齢別、職業別など関係する項目について、個別に県民にア

ピールしていくことが重要ではないか。

　委員意見を踏まえ、アンケート回答に基づく属性ごとの違

いの整理や把握を進めたうえで、「成果の見える化」の視点

からも、個別の取組みのPR等を図っていきたいと考えます。

無 企画振興部

3 Ａ 総 5 政策評価全般 － － －

達成状況欄には達成の☆マークだけでなく、各取組みの達成度

（％）を記載してほしい。

　達成度については、施策評価表に記載しています。記載

スペースの都合等により、総括評価表では上向きか下向き

かといったおおよその動向を把握し、施策評価表で詳細を

御確認いただきたいと考えています。

無 企画振興部

4 Ｄ 政策評価全般 － － -

・評価表の簡素化は、全体の概観性の向上に役立っており、概ね

評価できる。ただし、４枚の「総括評価表」と、「施策評価表」の対応

関係が非常に見にくい。

・資料の配列方法や綴じ方の工夫を考えないと、県民に見てもらえ

ないおそれがある。政策評価の「概観性」「見やすさ」の追求はこの

制度を意味あるものにするための生命線であり、常に重要である。

　政策評価の手法については、毎年度、改善を図っており、

より一層の分かりやすさを追求していく観点から、御意見を

踏まえて資料の配列等も検討していきます。

　なお、今年度は、評価表や戦略の番号を余白に追記する

ことで、印刷資料を綴じた際の分かりにくさの解消を図りま

した。

　また、県HPへの資料掲載では、「取組みの方向性」及び

「戦略」ごとに評価表をまとめるレイアウトにしています。

有 企画振興部

5 Ｄ 政策評価全般 － － －

新４カ年戦略については、この４カ年に限らず、今後も施策の重要

な部分は県の伝統として受け継いでいただきたい。

　本県を取り巻く社会情勢や毎年度の政策評価の結果等を

踏まえて、必要な施策の継続的な実施についても検討して

いきたいと思います。

無 企画振興部

戦略
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【分類】Ａ：指標・アンケートに関する御意見　Ｂ：政策評価の記述等に関する御意見　Ｃ：新たな御提案等　Ｄ：その他
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取組みの

方向性等

施策 委員意見（概要） 対応・考え方

評価表

の修正

担当部局

戦略

6 Ｄ 政策評価全般 － － －

新聞に新４カ年戦略が特集されていたが、県民に周知するために

もっと広報に努めていただきたい。

　No.1の対応・考え方のとおり、「進捗レポート」や県広報

誌、新聞、テレビ、ラジオ等の各種広報媒体、フェイスブッ

ク、県が関わる会議等の活用などを通じて効果的な情報発

信を行っていきたいと考えています。

無 企画振興部

7 Ｃ 総 6 活力を創る １ ビッグチャンスを生かす

産業の新たな方向性（主力産業の多様化、従来主力である半導体

自動車以外の産業への取組み、例えば国の戦略「新たな市場創

出」にある医薬産業など）を示す必要はないか。

　半導体関連分野の集積を活かし、将来有望視される有機

エレクトロニクス産業への展開や、ものづくり企業と医療・福

祉の現場従事者とのマッチングを進めることにより、新たに

医療・福祉分野への産業の展開を図っています。

　いただいた御意見を踏まえ、今後の方向性についても検

討していきます。

無

商工観光労

働部

8 Ｂ 総 6 活力を創る

１

３

・ビッグチャンスを生かす

・地域力を高める

・「活力を創る」では、県南の活性化方針の説明が不足している。

施策04、施策21などについて、アンケートで「拡大」の声が相対的

に見てやや低い。この結果が県南地域以外の県民から支持され

ていないからだとしたら問題であり、対応が必要である。

・人口減少問題が県南部で顕在化しやすい傾向が明らかなことか

ら、同地域の活性化が県全域の健全な発展の有効な起爆剤となり

うるなどの根拠を明確にした丁寧な説明がないと、地域間での不

公平感を生むことになってしまう。

　県南地域の活性化に関し、特にその起爆剤と位置付ける

「フードバレー構想」については、同構想の中で、同地域の

厳しい経済状況やポテンシャルを踏まえた策定の意義等を

整理したうえで、取組みを進めているところです。

　当該意義や成果等を積極的に発信していくことで、県全域

での理解向上につなげていきたいと考えます。

無

企画振興部

商工観光労

働部

農林水産部

土木部

9 Ａ 総 5 活力を創る ２ 稼げる農林水産業への挑戦

全８指標が上向きであり、今後の取組みに期待したい。特に若者

の農業への関心の高まりが新規就農者の増加につながっている

と感じる。持続的な取組み支援体制づくりが課題である。

　就農希望者が安心して就農・定着できるように、情報提

供、就農相談、研修、仮独立、就農定着までの各段階にお

けるきめ細かなサポートを引き続き実施していきます。

無 農林水産部

10 Ｂ 総 6 活力を創る ２ 稼げる農林水産業への挑戦

（方向性として必要と感じるもの）

儲かる農業を見える化する方策が不十分。

PQCプロジェクトのデータを公表する方向で検討するべき。

　PQCプロジェクトのデータの公表も含め、指標や分かりや

すい見せ方など、儲かる農業の見える化について検討して

いきます。

無 農林水産部

11 Ｂ 総 5 活力を創る ４

未来型エネルギーのトップラ

ンナー

木質バイオマス燃料のコスト削減は県としてぜひ力を入れて取り

組んでほしい。

　林地残材等を木質バイオマス燃料として利用するために

はコスト削減が不可欠であることから、効率的な原木の収

集・運搬システムの構築や燃料の製造及び配送の低コスト

化に取り組んでいます。

無 農林水産部

12 Ａ 総 5 活力を創る ４

未来型エネルギーのトップラ

ンナー

戦略４の住宅用PVの設置率は向上しているが、全国１位の目標

が達成できない原因分析と課題の把握が必要ではないか。

　本県の住宅用太陽光発電設備の設置率は順調に推移し

ているものの、全国１位で、一戸建て住宅数が本県の半分

程度である佐賀県も設置に力を入れてきたこともあり、現在

のところ約１ポイントの差があります。

　これまでの取組み等で、太陽光発電システムの価格低下

や新築における設置の一般化が進んでいるものと認識して

います。

(参考)

　・戸建件数…熊本県：約44万戸、佐賀県：約21万戸

　・設置率…熊本県：10.19％、佐賀県：11.28％

無

商工観光労

働部
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戦略

13 Ａ 総 7 アジアとつながる ５ アクション・アジア

留学生の数が目標を超えたことは嬉しい。人的交流・つながりを通

して、将来強固な信頼関係を築くためにも、長期的視野に立ち、留

学生に選ばれる取組みを継続し発展させてほしい。

　県が正会員として参画している「大学コンソーシアム熊本」

の留学生支援の活動等を通じて、留学生が住みやすく、学

びやすい環境の実現や、留学生の満足度の向上につなが

るような、留学生に選ばれるための取組みを進めていきま

す。

無

企画振興部

商工観光労

働部

14 Ｂ 総 7 アジアとつながる ５ アクション・アジア

モノを売る側面に偏重している点が気にかかる。たしかに熊本の

産品をアジアで売る、観光客を呼び込むなどは確かに即効的かつ

具体的な経済効果を生む。しかし、「アジアとつながる」が４つの取

組みの一つである理由は、それを越えてより重要な地域活性化策

となりうると考えられているからである。人材や「知」の交流を通じ

て県の産業や文化の活性化を図り、人口減少問題に対する根本

的な処方箋の土台の一部を作るという戦略の目標を語るべきであ

る。「施策評価表」の戦略５の概要にある「アジアの活力を取り込

みます」という記述は、より分かりやすく具体化する余地が残され

ている。

　御意見のとおり、「知」の交流が重要との認識から、施策

の一つに「留学生から『選ばれる』まちを創る」を掲げ、留学

生支援ネットワークの拠点を開設するほか、教育交流の観

点から、小中高校生による台湾での現地交流事業等も実施

しています。

　また、昨年度の成果として、国内初となる平成27年の認知

症アジア学会開催が決定し、同分野での今後の交流促進

が見込まれることから、これまで以上にアジアとの「知」の交

流が進むものと考えています。

　なお、「概要」欄については、新４カ年戦略の記載内容を転

記する箇所として整理しているため、こうした取組みやその

成果等を丁寧に示していくことで、「アジアの活力を取り込

む」ことの趣旨を分かりやすく説明していきたいと考えます。

無

知事公室

企画振興部

商工観光労

働部

農林水産部

15 Ｃ 総 8 アジアとつながる ５ アクション・アジア －

熊本県の認知度を上げるために、アジアからの認知度の高い北海

道や沖縄と連携して熊本県を売り出していくことも１つの方法では

ないか。

　アジアでの認知度を上げるためには、熊本県単独での取

組みに加えて、オール九州での情報発信や、御意見のよう

な認知度の高い地域と連携して情報発信することも有効と

考えます。

　今後のアジアへ向けた情報発信方法を検討していく中で、

他地域との連携についても模索していきます。

　なお、県産品の販路拡大にあたっては、本県関係者の活

動ばかりではなく、九州域内の貿易振興機関で組織する団

体等と連携し、九州が一体となって海外での商談会を開催

するなどの取組みを行っています。

無

知事公室

商工観光労

働部

16 Ｃ 総 8 アジアとつながる ５ アクション・アジア －

ハラール特区になるなどの方法を考えてみてはどうか。

ハラールは宗教がバックにあり、とても難しい側面もあるが、熊本

は県をあげて受け入れ態勢を整え、安心して訪れることができると

認知されれば、旅行者や留学生なども増え、また熊本県の認知度

も上がるのではないか。

ビジネスでも、ニッチに目を向け、そこを徹底的に押さえると大きな

商機があるので、他県がまだ手を付けてないこと、表面しかできて

ないことを突き詰めれば、飛びぬけた存在になるのではないか。

また、そのような国（インドネシア、マレーシア、中東諸国など）から

の旅行者を積極的に受け入れることに成功すれば、修学旅行や

研修旅行なども受け入れ可能で、 学生交流からビジネス交流ま

で、連携して考えられるのではないか。

一つの事でなく、大きな連携で考えていくことも大事である。

　県では、ハラール先進県をめざして、今後の成長が期待さ

れるハラール市場に積極的にアプローチし、県産品等の販

売、県内へのムスリム観光客の誘致を図る取組みを進めて

います。

　中でも、ムスリム観光客の誘致では、県内宿泊施設・飲食

店向けの研修の開催、留学生等をモニターにした県内ツ

アーの実施、マレーシア最大の一般消費者向け旅行商品

フェアでのPR、インドネシアにおける熊本のPR番組の制作

等に取り組んでいます。

　こうした取組みや、独自の取組みが進む熊本市や人吉市

との連携、更には大学コンソーシアム熊本の留学生支援の

活動等を通じて、交流促進につなげていきます。

無

商工観光労

働部
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取組みの
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評価表

の修正

担当部局

戦略

17 Ｃ 総 8 アジアとつながる ５ アクション・アジア －

台湾との定期便ができたため、積極的な利用を図るために、例え

ば、台湾の修学旅行に補助金を出すような取組みも取り入れては

どうか。

　阿蘇くまもと空港を利用した台湾への修学旅行促進のた

め、阿蘇くまもと空港国際線振興協議会（会長：蒲島知事）

において、毎年、修学旅行セミナーを実施するとともに、生

徒一人あたり5,000円の補助制度を設けています。

　教育委員会とも連携して、今後も利用促進に努めていきま

す。

無

企画振興部

教育庁

18 Ａ 総 9 安心を実現する

６

７

長寿を楽しむ

子どもの育ちと若者のチャレ

ンジを応援

・福祉の指標を立てるときは、その施設数と同時に利用者数も重

要になる場合がある。例えば、戦略６「地域の縁がわ箇所数」の場

合、設置箇所数だけでなく、その利用者数の増加も重要な指標の

一つである。障害者も利用できることになっているが、私が見たの

は、ほとんど高齢者の利用であった。次回からは利用者数も考慮

に入れた指標も考えてはどうか。

・また、放課後児童クラブは、都市部と郡部では大きな差があるた

め、市町村数ではなく、施設数をもって指標にすることが、核心を

突く取組みにつながる指標ではないか。

　地域の縁がわは、昨年度末の箇所数が443か所であり、

そのうちの96か所を障がい者関係団体が開設していますの

で、これらの施設を中心に障がい者の利用が今後進んでい

くことを見込んでいます。

　なお、利用者数の指標化については、地域の縁がわが他

の施設とは違い、共助により運営されている施設であること

を踏まえ、把握のための調査等に係る運営団体の負担等も

考慮して検討したいと考えています。

　また、 放課後児童クラブに関する指標について、御意見

のとおり施設数も重要であることから、「熊本県次世代育成

支援行動計画で市町村数と併せて採用し、把握を進めてい

ます。

無 健康福祉部

19 Ｂ 総 10 安心を実現する ６ 長寿を楽しむ

「地域の縁がわ」の増設は嬉しい成果である。活用状況や継続的

運営を図る課題を把握し、各施設が共有しておくことが必要ではな

いか。

　それぞれの地域の縁がわの運営課題等の共有化を図る

ため、運営団体等による「情報交換会」を県全体及び各地

域で開催しています。

　また、今年度、各地域の縁がわの活動内容の調査を行

い、「縁がわBOOK（仮称）」として作成し、県ホームページ等

で紹介することで、地域へのPRも図る予定です。

無 健康福祉部

20 Ｂ 総 10 安心を実現する ７

子どもの育ちと若者のチャレ

ンジを応援

保育所定員増にも係わらず、待機児童数の増加は、働く女性の増

加の反映とも考えられる。病児・病後児保育と併せ、今後の施策と

して、企業内保育等企業の協力を求める必要があるのではない

か。

　平成27年4月から始まる子ども・子育て支援新制度におい

て、事業所内保育所は、市町村が条例で定める職員配置

や設備等の認可基準を満たしたうえで、従業員の子どもの

他に、地域で保育を必要とする子どもの定員枠を設けた場

合は、新制度の給付対象事業に加えられることになりまし

た。

　御意見のとおり、人口減少問題が注目される中、少子化

対策を進めていくうえでは、企業を含め、行政、地域社会な

どあらゆる主体が協働し、子育て環境の整備や仕事と子育

ての両立ができる職場環境づくりなどに取り組んでいく必要

があると考えています。

無 健康福祉部

21 Ａ 総 9 安心を実現する ８

障がいのある人が暮らしやす

い熊本

戦略８障害者施策関係の指標について

今回は、障害者の日中活動系のサービスの利用量等、これまでの

サービス供給量や事業者数を基本とした従来型の指標を使ってい

るが、障害者権利条約、障害者差別解消法、「障害のある人もな

い人も共に生きる熊本づくり条例」など、法制度は、差別禁止ない

しは解消の方向で動いている。従来の指標に加えて、新しい「差別

解消アプローチ」から見た指標とはどのようなものが考えられるの

か、検討していく段階に来ているのではないか。

　県では、現在、「第5期熊本県障がい者計画」の策定に取

り組んでいます。第4期の計画期間中に「障害のある人もな

い人も共に生きる熊本づくり条例」を制定・施行したこと、ま

た、国の障がい者制度改革の動向等を受け、次期計画の

施策の方向性のひとつに「権利を擁護する」を掲げ、「差別

解消及び権利擁護の推進」に係る施策を推進していきたい

と考えています。この計画は障がい者施策の基本となるも

のであり、この中で、差別解消及び権利擁護の推進に係る

指標の設定について検討していきます。

無 健康福祉部

4/22



【分類】Ａ：指標・アンケートに関する御意見　Ｂ：政策評価の記述等に関する御意見　Ｃ：新たな御提案等　Ｄ：その他

No. 分類 頁

取組みの

方向性等

施策 委員意見（概要） 対応・考え方

評価表

の修正

担当部局

戦略

22 Ａ 総 9 安心を実現する ９

人が人として互いに尊重され

る安全安心な熊本

民間の管理職の女性の割合について、指標の動向が上向きと

なっているが、策定時と０．１％の差しかない。（むしろ前年より下

がっている。）％表示だと分かりにくい点もあり、実数と％算出の数

値の併記はできないか。

　記載スペースの都合などにより、総括評価表の「戦略指標

の動向」欄での併記は難しいため、施策評価表における戦

略指標の「分析」欄に関連する以下の数値を盛り込みまし

た。

　　・「熊本県労働条件等実態調査」回答事業所数

         1,158件（H24：726件）

　　・管理職総数　5,554人（H24：3,225人）

　　・女性管理職者数　1,307人（H24：794人）

　　　→H25登用率　　1,307人／5,554人＝23.5％

　　　　 H24登用率　　　794人／3,225人＝24.6％

　なお、当該指標は、毎年度実施している上記調査で回答

のあった事業所の管理職（係長～部長級）総数のうちの女

性の占める割合を算出したものであり、同調査は、5人以上

の正社員を雇用する民間事業所から2,000事業所を無作為

に抽出して実施しているため、管理職者の実数把握とは

なっていません。

有

企画振興部

商工観光労

働部

23 Ａ 総 9 安心を実現する ９

人が人として互いに尊重され

る安全安心な熊本

戦略９の指標について

　深い悩みや精神的な不安定さを抱える青少年が増えているなか

で、犯罪防止のために、有効な相談・助言・指導とは何か、どのよ

うな体制がとられているか考える必要がある。次回以降の課題で

あるが、援助体制の充実に向けて、何か適切な指標はないか。

　全国的に、青少年を被害者・加害者とする、目を覆いたく

なるような凄惨な事件が起きている背景の一つには、社会

環境、家庭環境が大きく変わる中で、深い悩みや精神的な

不安定さを抱える子ども達（若者）が増加しているということ

が挙げられるのではないかと思われます。

　このような状況の中、福祉、医療、教育、警察など、様々

な行政分野がこれまで以上に連携を深め、子ども達を社会

全体で支え、健全に育てていく取組みが重要になると考え

ています。そうした取組みを進めていく中で、適切な指標化

についても併せて検討していきたいと思います。

無 健康福祉部

5/22



【分類】Ａ：指標・アンケートに関する御意見　Ｂ：政策評価の記述等に関する御意見　Ｃ：新たな御提案等　Ｄ：その他

No. 分類 頁

取組みの

方向性等

施策 委員意見（概要） 対応・考え方

評価表

の修正

担当部局

戦略

24 Ｂ 総 10 安心を実現する ９

人が人として互いに尊重され

る安全安心な熊本

県内は中小事業所が多く、単独では女性スタッフのキャリア形成に

取り組めない。合同研修会の開催など法人会との連携を考え、経

営者の意識改革を図る取組みも必要ではないか。

　事業者が自主的、積極的に女性のキャリア形成に取り組

むことを支援するため、アドバイザー派遣事業に加えて次の

とおり研修事業を実施しています。

　【はたらく女性のキャリアアップ研修】

　県内で働く女性を対象に、管理職と初任・中堅者に分けて

実施。管理職に対しては組織運営能力の向上について、初

任・中堅者に対してはビジネススキル向上を目的として実

施。

　（H25実績：管理職　45名、初任・中堅者　33名）

　なお、実施にあたっては、商工関係団体等に対して会員

事業者への周知等について協力依頼のうえ行っています。

　

　また、女性役員の登用など、企業等における女性の活躍

を促進するため、本年度から、企業トップセミナー及び女性

経営参画塾を事業化しており、熊本県経営者協会と共同で

実施することとしています。

　さらに、産学官の連携による「熊本県女性の社会参画加

速化会議」が8月27日に発足したところであり、今後予定し

ているワーキング会議において、女性のキャリア形成等に

ついても議論していきたいと考えます。

有

商工観光労

働部

環境生活部

25 Ｃ 総 10 安心を実現する ９

人が人として互いに尊重され

る安全安心な熊本

安心安全な社会・暮らしを守るために、ストーカー被害防止に取り

組むことも重要である。

　ストーカーを始めとする恋愛感情等のもつれに起因する暴

力的事案については、昨年11月、警察本部に初期的事態

対処チームを設置し、被害者等の安全確保に向けた組織的

な対応を強化しています。

　なお、個人情報が漏れないようにするための方策や相談

窓口に関する情報を盛り込んだ啓発資料を作成しており、

今後も広報啓発に取り組んでいきます。

無

環境生活部

警察本部

26 Ｃ 総 10 安心を実現する ９

人が人として互いに尊重され

る安全安心な熊本

県内の子供の貧困の状況把握は行っているか。子どもたちが夢を

持てる社会づくりに向けて、深刻さを増す子供の貧困問題解消へ

の取組みが求められる。

　熊本県ひとり親家庭等実態調査（平成24年8月）を実施し、

ひとり親家庭の仕事や生計、養育費、子育て、子どもの学

習や進学等の状況把握を行いました。それらの状況等を踏

まえ、本年3月、「第3期熊本県ひとり親家庭等自立促進計

画」（平成26年度～平成30年度）を策定し、各種の取組みを

進めています。

　また、生活保護受給世帯の子どもに関しては、本年7月時

点の総数把握に基づき、高校進学率等を把握することとし

ています。併せて、福祉事務所への生活保護指導監査を通

じて、子どもの学習支援への参加を促しているところです。

無 健康福祉部

6/22



【分類】Ａ：指標・アンケートに関する御意見　Ｂ：政策評価の記述等に関する御意見　Ｃ：新たな御提案等　Ｄ：その他

No. 分類 頁

取組みの

方向性等

施策 委員意見（概要） 対応・考え方

評価表

の修正

担当部局

戦略

27 Ｃ 総 10 安心を実現する ９

人が人として互いに尊重され

る安全安心な熊本

（方向性として必要と感じるもの）

学校経営という視点が重要。

学校全体をマネージメントする管理職の育成が必要。

　公立学校では、教職員研修において、新たな発想での経

営ビジョンと課題解決までを見通した学校マネジメント力を

備えた管理職等を計画的・段階的に育成するための研修を

今後とも実施していきます。

　私立学校においても、教員の資質向上対策として、教員

研修等に対する補助を行うとともに、私立中学高等学校協

会と連携し、教頭や中堅職員を対象とした研修を実施して

います。今後も引き続き、学校の自主性を尊重しながら、適

宜、適切な助言を行っていきます。

無

総務部

教育庁

28 Ａ 総 9 安心を実現する １０ 災害に負けない熊本

戦略１０の指標について

　全市町村で「災害時要援護者避難支援計画（個別計画）」を策定

し、福祉避難所の指定市町村は35市町村とあるが、具体的な計画

でなくては実際の災害時に通用しないと思うので、市町村計画の

中身についての指導をお願いしたい。また、計画策定数だけでな

く、内容が十分か、具体的かなどの要素も考慮した指標もあっても

良いのではないか。

　市町村が作成する個別計画の項目として、避難時に配慮

すべき事項、緊急連絡先のほか、避難支援者情報（支援す

る人の氏名、住所、連絡先）や避難場所等情報（位置・経

路・移動時の注意事項）が盛り込まれており、避難行動要支

援者と避難支援等関係者が具体的な支援方法を話し合い

ながら、個別計画に書き込んでいくことになります。

　なお、個別計画の策定後も、要援護者や支援者の状況変

化に応じて随時内容の更新が必要であり、当事者が参加す

る避難訓練やワークショップを通じて個別計画の内容を検

証し、避難支援対策の質の向上が図られるよう、市町村を

支援していきます。

無 健康福祉部

29 Ｂ 総 12 百年の礎を築く １３ 環境を豊かに

不法投棄の件数及び検挙者の数は多く、撲滅に向けての対策強

化を謳うべきではないか。

　不法投棄の撲滅を目標として、不法投棄撲滅パトロール

に加え、不法投棄等に関する情報提供団体等への研修を

通じて、県民意識の向上を図っているところです。

　今後も、不法投棄に対する厳正な対処やパトロールの強

化等の対策強化を進めていくこととし、評価表の「今後の課

題・方向性」欄に「不法投棄撲滅の取組みを強化していく」と

追記しました。

有

環境生活部

警察本部

30 Ａ 総 11 百年の礎を築く １５ 夢を叶える教育

教科の学習が「好き」と回答した児童の割合は昨年度より減少し、

教科の学習が「わかる」と回答した児童の割合は昨年度よりわず

かに増加しているが、目標値には至っていない。具体的な対策と

その原因を認識し、子どもたちの確かな学力の育成に力を入れる

べきではないか。

　県学力調査等を学力向上施策の重要な柱として位置付

け、各学校で問題や調査結果を授業改善に活用するよう指

導しています。

　その結果、年々活用状況の改善が図られ、創意工夫ある

取組みも見られるようになりましたが、依然として活用が十

分でない状況も窺えます。

　そこで、学校が学力調査の結果をもとに、一体となって

PDCAサイクルの構築や結果分析支援ツールの活用促進な

どの組織的・計画的な課題改善に向けた取組みを進めてい

くことを、引き続き重点的に指導していきます。

無 教育庁

7/22



【分類】Ａ：指標・アンケートに関する御意見　Ｂ：政策評価の記述等に関する御意見　Ｃ：新たな御提案等　Ｄ：その他

No. 分類 頁

取組みの

方向性等

施策 委員意見（概要） 対応・考え方

評価表

の修正

担当部局

戦略

31 Ｂ 総 12 百年の礎を築く １５ 夢を叶える教育

・スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）の人材の確保は必要不可

欠であり、人材確保までの間、学校現場での対応策を考える必要

がある。

・地域の寺子屋プランにおいては、活動内容を充実化するボラン

ティアの登録増加と、学校現場での受け入れ体制の対策が必要で

はないか。

　多様化するいじめや不登校への対応には、SSWの活用が

効果的であり、課題を抱えた児童生徒・保護者に対する

SSWの手法は、教員も参考にすべきであると考えています。

　各学校でSSWを講師とした教員の研修を行っており、これ

を更に充実させ、教員の児童生徒に対する指導に生かして

いきたいと考えています。

　また、地域の寺子屋推進事業におけるボランティア登録に

ついては、教育事務所の働きかけ等により増加傾向にあ

り、今後とも登録増加に努めます。

　なお、学校における地域人材の活用の仕組みづくりにつ

いては、市町村教育委員会や学校の意識改革が重要であ

ることから、寺子屋プランナーによる市町村教育委員会や

学校の訪問等に努めるとともに、教職員やコーディネーター

を対象とした研修での先進例や好事例の周知を通じて、今

後も啓発を図っていきます。

無 教育庁

32 Ｃ 総 12 百年の礎を築く １５ 夢を叶える教育

（方向性として必要と感じるもの）

学校経営という視点が重要。

学校全体をマネージメントする管理職の育成が必要。

（再掲）

　意見No27の「対応・考え方」と同じです。

-

総務部

教育庁

33 Ａ 総 14 － － － －

4つの分野のうち「誇りがある」という言葉からは、一般的には、自

分の生き方や仕事に対する「誇り」を想像する。ここでは「熊本の自

然、文化に誇りがある」の方が明確かもしれない。「地域社会との

つながり」は「将来に不安がない」の項目に近い気がする。「熊本

県民の人間性に誇りがある」とか、「熊本の人とのつながりに誇り

がある」の意味で使えば、「誇りがある」の項目でもいいと思うが、

どのような「質問項目」になっているかにもよるため、次回の参考に

してほしい。

　AKHは、年度ごとの変動（推移）を的確に捉えていくことを

重視しているため、経年変化の把握が可能となるように、こ

れまでの調査研究に基づいて導出した現行の構成を継続し

ていきたいと考えています。

無 企画振興部

34 Ａ 政策評価全般 － － －

県民の「新４カ年戦略」の認知度が低く、県が各項目について、ど

のような努力をしているの分からないこともあるかもしれないが、

満足度（満足＋やや満足）の割合が低い。県民が政策について拡

大を希望する割合が７０～７５％以上を占める項目は、いずれも差

し迫った課題である。これらの課題に県がどのような施策を行っ

て、その効果はどうなったかを説明する義務もあると思う。委員に

だけ説明するのではなく、広く県民全体に説明することが必要では

ないか。

　「成果の見える化」の視点から、政策評価を基に取組み等

の成果を分かりやすくまとめた「進捗レポート」の作成と効果

的な活用、「県からのたより」をはじめとする新聞、テレビ、ラ

ジオなどの広報媒体を活用した情報発信等を積極的に進め

ていきたいと考えています。

無 企画振興部

8/22



【分類】Ａ：指標・アンケートに関する御意見　Ｂ：政策評価の記述等に関する御意見　Ｃ：新たな御提案等　Ｄ：その他

No. 分類 頁

取組みの

方向性等
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評価表
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戦略

35 Ｄ － － －

　「問題点（隘路）・課題」欄は、それぞれの施策等を進める上で、

「今」乗り越えるべきものを書くべきである。同欄の直前が平成26

年度についての事項を、また直後が今後の方向性にかかる事項

を書く欄であることからも明らかである。

　しかし「〜が必要」という記述の中には、はじめから分かっている

こと、個別事業の単なる目的に過ぎないことなどが散見される。事

業を進めている途中で短期的視点から問題として浮上してきたこ

とや、切実な事柄（リソースの不足など）を書いた方が、施策の「進

捗」状況がよりリアルに伝わり、「施策評価」としての価値が高まる

のではないか。

　今年度の評価手法の改善として、評価項目の「課題」欄に

「問題点（隘路）」の記述を加えるように設定するとともに、分

かりやすい表現とするために、極力簡潔に記述するように

見直しを行いました。

　さらに、直近の状況を示すため、本委員会の開催後も含

めてすでに明らかとなった実績等については、可能な限り

「平成26年度の推進方針・推進状況」欄に記述し、その内容

に応じて「問題点（隘路）・課題」及び「今後の具体的な方向

性」を修正しました。

　御意見を踏まえ、今後も一層の改善に努めていきます。

有 企画振興部

36 Ｃ 施 2 活力を創る １ ビッグチャンスを生かす ０１

医学薬学関連産業への展開など国の成長戦略（新たな市場の創

出）に準ずる事業展開をサポートできる体制の整備が必要。

　今年度、医工連携マッチングセミナーを開催する中で、企

業の方々から意見や要望を伺うこととしています。

　その結果を踏まえ、医療等の分野への新規参入や既存の

取組みを強化するための対策を検討していきます。

無

商工観光労

働部

37 Ｂ 施 2 活力を創る １ ビッグチャンスを生かす ０２

・「国内市場が縮小…」とあるが成長分野に目を向けるべき。また

企業誘致は工場誘致だけではない。商社や研究所もターゲットに

するべきである。

・医工連携を進めていくうえで、医療現場ニーズを把握している商

社が医療産業と地域企業を結びつけることが必要である。施策０１

と連動して動くべきである。

　これまでの企業誘致活動に加え、商社等の持つ企業情報

を効果的に活用するなどの企業誘致活動を展開していきま

す。

　また、企業の研究開発部門を中心とした企業誘致（創造的

企業誘致）を強化しているところです。

　医工連携については、医療等の現場と企業とを結びつけ

ることが第一歩であると考え、今年度、医工連携マッチング

セミナーを複数回開催します。

　なお、具体的な製品化や販路拡大にあたっては、大学や

専門の企業等による支援や仲介・調整が必要であると認識

しており、今後、企業の方々からの意見や要望を伺い、支援

を検討していきます。

無

商工観光労

働部

38 Ｂ 施 2 活力を創る １ ビッグチャンスを生かす ０３

燃料電池自動車は技術も急速に進化し、平成26年度内に、水素ス

テーションの整備が予定されている地域を中心に販売が開始され

る。国も積極的にサポートを表明しており、燃料電池自動車及び水

素ステーション関連事業については取組みの加速化が必要ではな

いか。

　平成26年度内に「燃料電池自動車普及促進計画」を策定

予定であり、以後は、この計画に基づき積極的に取組みを

進めていきます。

無

商工観光労

働部

39 Ａ 施 1 活力を創る １ ビッグチャンスを生かす ０４

予算も増え、協議会を設置し、５００を超える事業者が入会してい

るにも関わらず、他の施策に比べて満足度が低い状況に首を傾け

る。協議会の在り方が問題なのか。

　「くまもと県南フードバレー推進協議会」は、昨年7月30日

に設立し、県1千万円、県南市町村1千万円の計2千万円の

予算で活動をスタートしました。今年度も同額の予算で、県

南地域の事業者を中心に活動を行っています。

　まだ広く県民に取組みを御理解いただけていない部分も

あると思われるため、今後、広く県民に対し構想における取

組状況や成果をPRしていきます。

無 企画振興部
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40 Ｂ 施 2 活力を創る １ ビッグチャンスを生かす ０４

フードバレーについては、ホームページに方向性が挙げられてい

るが、具体的な数値がなく、産業界との連携がとれていないようで

ある。積極的にコミュニケーションを図って取り組むことが必要では

ないか。

　フードバレー構想の主役は事業者であり、まさに事業者と

のコミュニケーションが重要であると考えています。

　そのため、これまで以上に県南地域の事業者への訪問を

強化し、コミュニケーションを通じてフードバレー構想に対す

る認識や思いの共有化を図りながら取組みを進めていきま

す。

無 企画振興部

41 Ａ 施 1 活力を創る １ ビッグチャンスを生かす ０５

満足度が一番低いのは何が原因か。また、起業化支援センターの

周知度はどのくらいか。

　（一財）熊本県起業化支援センターの支援は、起業を志す

方々を対象とするため、県民の皆様の満足度としては評価

しづらい部分もあると考えています。

　なお、同センターの周知については、ホームページの開設

や起業に関するセミナー等の開催のほか、（公財）くまもと産

業支援財団や県などに起業に関する相談があった場合は、

漏れなく同センターを紹介するなどにより努めています。

無

商工観光労

働部

42 Ｄ 施 1 活力を創る １ ビッグチャンスを生かす ０６

福祉は「産業か？」との思いがある。介護・医療はハートのあるマ

ンパワーが不可欠であり、施設基準から人員削減は容易ではな

く、コスト競争と相いれない。現実として、雇用する側はスタッフの

仕事内容に相応の報酬原資を今後も確保していけるのか大きな

不安を抱えている。少なくとも医療関係者は社会的需要があるた

め、採算ぎりぎりで施設を運営しているのが現状ではないか。

　新４カ年戦略では、今後の高齢化の進展によって、間違い

なく需要が増大していく「福祉」を地域の雇用や内需を支え

る基幹産業として捉えていこうという考え方を示しています。

介護や福祉、保育などに携わる職員が適正に評価され、次

代を担う若者が誇りと夢を持って、その職を選択し働き続け

ることができるようにすることが大切であると考えます。その

ために、県では、技能・資格取得の支援や、処遇改善に取り

組んでいます。

無 健康福祉部

43 Ａ 施 1 活力を創る １ ビッグチャンスを生かす

０７

０８

・２６年度は施策０７の満足度が４割を超えているが、この満足度

には地域格差があるのではないか。

・ストーリー性の高い観光戦略のプランナー育成が必要である。

　県民アンケートの回答については、地域別や年齢階層別

などの属性別の整理を進め、分析を深めていきたいと思い

ます。

　また、旅行会社等、有識者の意見を踏まえながら、ストー

リー性の高い観光ルートの開発等に努めていきます。

無

商工観光労

働部

（企画振興

部）

44 Ｃ 施 2 活力を創る １ ビッグチャンスを生かす ０８

先日、阿蘇でのレンタルマウンテンバイクの事故について報道が

あったが、安全に関して、事業者指導を行うとともに、利用者への

安全指導ができる事業者教育も同時に行う必要があるのではない

か。

　マウンテンバイク等の体験型観光については、安全対策

を徹底するよう関係事業者に働きかけています。

無

商工観光労

働部

45 Ｂ 施 4 活力を創る ２ 稼げる農林水産業への挑戦 １０

新規就農者の定着サポート体制づくりの一環として、広く県内全域

の新規就農者の受け入れ情報が提供され、当事者が定着地を選

択できる体制になっているか。

　就農希望者への就農受け入れ情報については、熊本県

新規就農センターや各地域が行う就農相談で説明している

ほか、HP「熊本県新規就農相談ウェブサイト」において広く

発信しています。

無 農林水産部
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46 Ｃ 施 4 活力を創る ２ 稼げる農林水産業への挑戦 １０

・今までは海外の研修生に依存していたが、将来を考えると県内

あるいは日本国内の若い人を育てることが大事である。

・農業後継者を育てる組織として農大があるが、就農者を育てる取

組みについて、同窓会からも提案していきたい。

　就農を希望する若者が安心して就農・定着できるように、

就農相談から就農・定着までの各段階におけるきめ細かな

サポートを引き続き実施し、青年就農者の育成に取り組ん

でいきます。

　また、農業大学校では、学生の多様な就業ニーズにきめ

細かに対応して、将来の農業後継者に誘導していきたいと

考えています。

無 農林水産部

47 Ｃ 施 3 活力を創る ２ 稼げる農林水産業への挑戦 －

農業者が自ら販売先のルートを見つけることは大変だと思うので、

農業者と販売先をしっかりつなぐ役割を県として取り組むべきでは

ないか。

　県産農林水産物や加工食品の販路拡大・開拓のため、量

販店や飲食業等が行う商談会やフェア等の情報を、電子

メールを利用した情報配信である「熊本県売り込みネット

ワーク」により必要とする生産者等事業者の方々へ提供し

ています。

無 農林水産部

48 Ｂ 施 4 活力を創る ２ 稼げる農林水産業への挑戦 １２

木質バイオマスは、燃費だけの問題ではなく、林業の安定した生

産にもつながり、農林水産業全体で考えた時にプラスになると思う

ため、これからも進めていただきたい。

　森林整備に伴い発生する林地残材等の木質バイオマスを

有効に活用することは、森林資源の付加価値を高め、森

林・林業の再生につながるものと考えており、発電や農業用

加温機のほか、公共施設や温泉施設などへの利用促進を

図ります。

無 農林水産部

49 Ｂ 施 4 活力を創る ２ 稼げる農林水産業への挑戦 １２ 木質バイオマス加温器のコスト削減策は何か。

　木質バイオマス加温機のイニシャルコストについては、導

入台数が増えることにより低減が図られるものと考えていま

す。

　また、ランニングコストの削減に向けて、コスト削減効果の

高い木質バイオマス加温機と重油加温機の併用運転方法

に関する実証を行い、マニュアル化しました。今後も、より効

率的な運転方法の検証を進めていく考えです。

無 農林水産部

50 Ｂ 施 4 活力を創る ２ 稼げる農林水産業への挑戦 １３

新たなアグリビジネス、６次産業化を目指すために企業との連携を

どう図るか。

　積極的に企業訪問を行うことで、企業側の多様化する

ニーズを把握するとともに、企業、農業者、行政、試験研究

機関などによる新たな連携の場づくりを行い、企業等の動

向に応じた方策を展開していきます。

無 農林水産部

51 Ａ 施 3 活力を創る ２ 稼げる農林水産業への挑戦 １４

グリーン農業の取組みが増加しているが、目標達成に向けて、生

産額等の経済的側面である数値を示すことが、より促進につなが

るのではないか。

　グリーン農業の取組みは、ブランド化だけではなく環境へ

の負荷低減の側面もあるため、当該戦略ではその広がりを

重視して販売農家数の約1/2を目標値としました。

無 農林水産部
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52 Ｃ 施 3 活力を創る ２ 稼げる農林水産業への挑戦 １４

グリーン農業マークについて、表示内容が理解できるようグリーン

農業マーク一覧の提示を販売店に協力を求める方法もあるのでは

ないか。

　グリーン農業の農産物の取扱いがある物産館・直売所の

御協力を得て、マークを10枚集めて応募された方全員にオ

リジナルグッズをプレゼントするキャンペーンを現在開催し

ています。その中で、マークの一覧を記載したポスターやミ

ニチラシを配布して周知を図っているところです。

無 農林水産部

53 Ｃ 施 4 活力を創る ２ 稼げる農林水産業への挑戦 １４

・熊本は日本一気候風土に恵まれて、何でも作物が作れる産地だ

が、新たなものを作るのではなく、今あるものに付加価値をつける

ことが大事である。有機農業のＪＡＳ制度で安全性を追求していく

ことも１つの方法ではないか。

・消費者から求められるものが変化しており、そのことを早くキャッ

チし、安全で美味しい商品を提案できる農家を作っていくことが稼

げる農家につながっていくと思う。

　有機JASはその認証に時間がかかり、費用も発生すること

から、取得しにくい認証の一つですが、それだけに消費者の

安全性に対する信頼も高く、農産物に付加価値をつける手

法としては効果が高いと考えられます。

　県では、グリーン農業の有力な制度として、初めて認証を

取得される方の費用助成などを行っています。

　稼げる農業をめざし、立地条件に応じて多様な消費者

ニーズに対応した産地づくりを推進しているところです。

無 農林水産部

54 Ａ 施 3 活力を創る ２ 稼げる農林水産業への挑戦 １６

地消につながらない要因が何かを分析する必要があるのではない

か。

55 Ｂ 施 4 活力を創る ２ 稼げる農林水産業への挑戦 １６

消費者の地産地消に対する関心の高さ（93.9%）が実際の購入に結

び付いていない理由が価格であれば、消費者の意識を変える方

策が必要ではないか。また、手作りのおやつを提供する保育園も

多いことから保育園との連携も考えてはどうか。

56 Ｃ 施 4 活力を創る ２ 稼げる農林水産業への挑戦 １６

学校給食での地産地消の取組みが熊本県は全国１位と報道され

たが、クラス通信などで保護者に地産地消の情報提供を図っては

どうか。

　本県の学校給食における地産地消率は、平成25年度で

50.5％となっており、国の掲げる目標30％を大きく上回り、

全国的にも上位に位置しています。

　食育推進の観点から、今後も県内農産物を学校給食に一

層活用するとともに、児童生徒、保護者に対して、食育だよ

りや試食会等を通して、地産地消情報の提供に努めていき

ます。

無 教育庁

57 Ａ 施 7 活力を創る ４

未来型エネルギーのトップラ

ンナー

２４

７割近い人がエネルギーの地産地消に取り組んでほしいと回答し

ている。地域資源を活かしたエネルギーづくりに地域住民が関わ

り、収益も地域に還元できる県民発電所づくりへの支援が求めら

れているのではないか。

　今後も、県民や県内事業者が参画し、県内の豊かな自然

エネルギーを生かした発電事業を行う「県民発電所」の候補

地を調査するなどにより、積極的に取組みを進めていきま

す。

無

商工観光労

働部

58 Ｂ 施 10 アジアとつながる ５ アクション・アジア ２７

県内製造業関連の海外販路展開支援が県内企業2組は少ないの

ではないか。支援数を増やし効果を公表してはどうか。

　地域企業の国際展開に対する支援の必要性は十分に認

識しており、より多くの地域企業を支援したいと考えていま

すが、厳しい財政事情のもと、やむなく現在の事業規模と

なっていることを御理解いただきたいと思います。

　なお、当事業の実施報告会を開催する予定としています。

無

商工観光労

働部

農林水産部

　昨今の経済情勢の中での消費者の低価格志向も購入伸

び悩みの一因と考えられますが、県産農林水産物の魅力を

さらに伝えていくこと、購入のための情報を提供していくこと

が購入率の向上につながると考え、消費者の生活圏となる

市町村等の範囲における地域直売所等でのPR活動や、次

世代を担う子どもや保護者を対象とする食育活動、おやつ

プロジェクトを実施するなど、今後とも地産地消活動の支援

を行っていきます。

無
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59 Ａ 施 11 安心を実現する ６ 長寿を楽しむ

３２～

３５

２５年度に比べ不満足度が高い傾向が見受けられる。長寿の安心

が実現できていない現状から老後への不安が高まっているのでは

ないか。特に施策３３と３４は力を入れて取り組んでほしいとの意

見が８割を超えている。

60

Ａ

Ｃ

施 11 安心を実現する ６ 長寿を楽しむ

３３

３４

３５

施策への不満が増加しており、その要因が何か、また、各施策が

個人レベルに周知等されているのか把握が必要である。例えば、

認知症サポーターの養成後の活動回数や内容などの実態調査も

必要ではないか。

61 Ｄ 施 11 安心を実現する ６ 長寿を楽しむ

３２～

３５

景気が上向いてくると介護に携わる人材確保が一層困難になる。

介護保険の財政が厳しさを増すなか、事業所単位での人材確保

の取組みには限界があるのではないか。

　今年度から、従業員の処遇改善やモチベーション向上策

等に取り組む優良社会福祉施設を表彰し、同事例を他施設

等に紹介するとともに、取組みが進んでいない施設に対しア

ドバイザーを派遣することで、県内の社会福祉施設の処遇

改善と福祉介護職のイメージアップが図られ、定着率のアッ

プと就労を促進する「社会福祉施設人材確保応援事業」に

取り組んでいます。

　なお、平成24年度に関係21団体で構成する「熊本県介護

人材確保対策推進協議会」を立ち上げ、関係機関と介護人

材の確保に係る取組みの情報共有や意見交換なども行っ

ています。

　また、介護に携わる職員が適正に評価され、次代を担う若

者が誇りと夢を持って介護職を選択し、働き続けることがで

きるように、普及啓発イベントの実施や広報啓発パンフレッ

トの作成等を通じて、県全体での介護人材の確保に取り組

んでいきます。

無 健康福祉部

62 Ｂ 施 14 安心を実現する ７

子どもの育ちとチャレンジを

応援

３６

子どもたちがスマートフォン等インターネットの急速な普及により、

事件に巻き込まれる事案が多く発生している。フィルタリングの普

及はもちろんだが、今後は子ども自身が自ら気付き行動していけ

るよう、正しく使っていく教育と、保護者への教育・啓発を行ってい

くことが必要ではないか。

　子ども及び保護者に対するインターネットの安全利用につ

いての教育・啓発は、関係機関と連携して取り組んでいま

す。

　例えば、教育委員会では、今年度から情報安全ファシリ

テータを育成し、教職員や保護者を対象とする出前講座の

実施を通じて、子どもへの情報安全・情報モラル教育に繋

げています。

無 環境生活部

　高齢化の進展に伴う、認知症高齢者の増加や、高齢者の

単独世帯数の増加などが、老後の医療、介護に対する不安

につながっていると考えられます。

　そうした中で、訪問看護では、昨年の下半期から、これま

で提供が困難だった地域でのサービスが始まり、県全体の

サービス利用者数が全国を上回る伸びとなっています。

　また、認知症サポーターについては、市町村を通じて活動

状況を確認しており、平成25年度までに、36市町村で高齢

者の見守りや傾聴ボランティアなどの継続的な活動が進め

られているなどの成果が上がっています。

　今後とも、サービスの充実や活動の促進はもとより、こうし

た取組みの内容に関する広報の展開や周知を通じ、「長寿

を楽しむ社会」の実現に向けてしっかりと取り組んでいきま

す。

無 健康福祉部
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63 Ｃ 施 13 安心を実現する ７

子どもの育ちとチャレンジを

応援

３８

子どもたちの進路の選択肢を広げることが周りの大人の大切な役

目ではないか。例えば、卒業生と在校生の交流を深めることで子

どもたちの社会の窓口を広げることができると思う。

　中学校では、卒業生である高校生や社会人等を招いて、

高校生活や職業についての話を聞く機会を設けるなど、進

路指導の充実を図っていきます。

　高等学校では、ほとんどの学校で進路学習や総合的な学

習の時間の中で卒業生や社会で活躍している人材から話を

聞く時間を設けており、進路について考える機会としていま

す。

　特別支援学校では、在校生が産業現場で働く卒業生の姿

を見て学ぶなどの進路学習を行っています。

　こうした取組みを推進しながら、今後も子どもたちが将来

の夢をイメージ化・具体化できるような進路指導のあり方を

検討していきます。

無 教育庁

64 Ｂ 施 16 安心を実現する ８

障がいのある人が暮らしやす

い熊本

４２

発達が気になる子どもの急激な増加による様々な問題は、学校現

場においても喫緊の課題である。特別に支援を要する子どもとそ

の保護者に対する対応等、こころの健康問題における対策はこれ

から先は大切であり、受診待機期間の短縮に向けた具体的な取

組みに力を入れるべきではないか。

　発達障がいの診断を受けている児童生徒は急増傾向に

あり、支援のニーズが高まっていることから、新４カ年戦略

でも支援に重点的に取り組むこととしています。

　児童生徒に対する支援方法の研究や支援体制の充実を

図るとともに、児童生徒を支える保護者に対しても、関係機

関との連携の下、就学等の教育相談・支援の取組みを丁寧

に行っていきます。

　また、私立学校には、発達障がいに関する専門知識を有

する相談員を随時派遣し、発達障がいのある生徒への対応

等に関する教職員や保護者からの相談に必要な助言等を

行っています。今後も引き続き、教職員等に対する相談対

応や各種研修等を実施し、生徒の就学環境の向上に努め

ていきます。

　なお、受診待機期間の短縮に向けては、今年度から「発達

障がい者支援医療体制整備事業」として、熊本大学医学部

内に専任の医師と精神保健福祉士を配置した発達障がい

医療センターを設置し、地域での診療や新たに診療する医

師の育成に取り組んでいます。

無

総務部

健康福祉部

教育庁

病院局

65 Ｂ 施 18 安心を実現する ９

人が人として互いに尊重され

る安全安心な熊本

４８

悪徳商法の被害防止の出前講座、啓発資料がイコール消費者教

育ではない。したがって、悪質商法に片よりがちな出前講座の内

容・質を見直し、消費者教育のイメージマップに則した分析が必要

ではないか。この消費者教育の成果がグリーン農業や地産地消、

エコライフ、環境問題の意識にも通じることになるのではないか。

　悪質商法対策に止まらず、消費者が消費生活に関する知

識を修得し、適切な行動に結び付けることができる実践的

な能力を育むとともに、消費者の行動が社会経済や環境に

影響を及ぼし得ることを自覚できるように、「消費者教育の

体系イメージマップ」も踏まえながら、「熊本県消費者教育推

進計画」を今年度策定し、取組みを総合的に進めていきま

す。

無 環境生活部
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66 Ｃ 施 18 安心を実現する ９

人が人として互いに尊重され

る安全安心な熊本

４３

（今後の推進項目及びアプローチの提案）

校長のリーダーシップのもと、教職員と生徒が向き合う仕組みの構

築。教職員の人材育成と人事考課制度をリンクさせ教職員の評価

を明確にする。SSW等のサポートを活用し教職員の多忙感の軽減

を行う。これらを確実に実施できるようにPDCAを回す教育委員会

と校長など管理職のリーダーシップとマネージメント力が重要。

　教職員が児童生徒と向き合う時間を確保し、学校の様々

な課題解決を図る「学校改革プロジェクト支援事業」を実施

しています。

　現在、17校をモデル校に指定し、全職員の意見を踏まえ

た学校改革プランを校長のリーダーシップのもとで取り組ん

でおり、今後、その成果を県内の各学校に普及させていき

ます。

　また、人事評価については、学校組織の活性化を図り、学

校全体の教育力を向上させるとともに、それを支える教職

員一人一人の資質を向上させることを目的として実施して

いますが、今後も運用していく中で精度を継続的に高めて

いくことが必要だと考えています。

無 教育庁

67 Ｂ 施 18 安心を実現する ９

人が人として互いに尊重され

る安全安心な熊本

４８

食に対する信頼感を高めるため、課題として挙げている以外に不

当な表示等を行わないよう事業者に対する講座の開催も同時に行

うべきではないか。

　食品表示制度の普及・啓発のため、現在食品関連事業者

向けの講習会を定期的に開催しています。

　JAS法、食品衛生法及び健康増進法3法の表示に関する

規定を統合した食品表示法が平成25年に制定され、平成27

年度から施行されるのを機に、食品関連事業者への講習会

等の開催回数を増やし、適正表示に対する意識の向上を図

るとともに制度の浸透に努めていきます。

無 環境生活部

68

Ａ

Ｂ

施 20 安心を実現する １０ 災害に負けない熊本

４９

５０

５１

全国的に急務とされる、防災・減災に関する施策がバランス良く進

められている。いわゆる公助・共助・自助の分類のうち、（市町村で

はなく）県が担うべき主要な任務はあくまで「公助」の整備である。

指標の動向からもハード・ソフト両面を通じて県自らの責任で災害

対策を進める姿勢がよく現れていると思う。

　東日本大震災や熊本広域大水害を踏まえ、総合的な防災

対策を進めるうえでは、県での取組みはもちろん、災害時の

住民避難を主に行う市町村との連携や、住民自ら、あるい

は住民の相互協力による自助・共助の取組みが重要となり

ます。

　そのため、今後とも「自助・共助・公助」の強化をバランス

よく進めていきたいと考えています。

無 知事公室

69 Ｂ 施 20 安心を実現する １０ 災害に負けない熊本

４９

自主防災組織率が70％を超えているが、熊本市内の大学間でボ

ランティアの防災組織もあり、広域防災拠点構想についても同様

で、民間の動きと連携すれば一層効果が出ると思う。ボランティア

団体同士の連携など音頭を取っていただきたい。

　県内4大学が実施している減災型地域社会のリーダー養

成プログラムを通じて連携を実施し、また、民間団体と協定

の締結を推進し、災害時の支援体制を構築しています。

　引き続き、大学や民間団体等との連携を強化していきた

いと考えています。

無 知事公室
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70 Ｃ 施 24 百年の礎を築く １２ 悠久の宝の継承 ５８

最近、盛んに採り上げられる「富岡製糸場」などで世界遺産に対す

る社会の関心が以前にも増して高まっていることを考えると、より

力を入れるべき施策である。地域活性化の効果も大きい。しかし、

構成事業数はわずかに１つで県民アンケートでも関心は低調。方

向性を見ても関係機関など行政内部の取組みが中心である。この

分野こそ、シンポジウム開催など外へ向けた事業の展開で県民的

な議論を深め、関心を掘り起こす必要性があるのではないか。

　本県では、「産業革命遺産」「長崎の教会群」「阿蘇」の3資

産について、世界遺産登録の実現に向けた取組みを進めて

います。具体的な取組内容としては、推薦書の作成や構成

資産の修景等登録実現に向けた実務的な作業の外、県内

外におけるシンポジウムやパネル展の開催、バスツアーの

実施など情報発信、啓発事業にも積極的に取り組んでいま

す。

　今後とも、効果的な情報発信・周知啓発事業を実施してい

きます。

　【参考：最近の情報発信等に関する事業】

　　・講演会「世界遺産登録への道～天草の﨑津集落～」

　　　（7月2日・くまもと県民交流館パレア）

　　・産業遺産国際会議

　　　（7月14日・15日・ホテルオークラ東京）

無 企画振興部

71 Ｂ 施 24 百年の礎を築く １２ 悠久の宝の継承 ６０

地下水の量を守る活動は定着してきたので、質を維持する硝酸性

窒素対策は、ぜひ県民挙げて取り組んでいただきたい。

　これまでに、生活排水、家畜排せつ物、窒素肥料の削減

対策に取り組んできたことで、地下水中の硝酸性窒素等の

濃度は、全体平均としてほぼ横ばいか微減傾向にありま

す。

　しかし、局所的に濃度が高い地点や上昇傾向が見られる

地点も依然としてありますので、公共下水道などの生活排

水処理施設の整備を更に進めるとともに、整備後の公共下

水道等への接続や浄化槽の法定検査受験率向上等による

適正な維持管理の促進、窒素をより一層減らす高度処理の

導入にも取り組んでいきます。

　また、農業分野においては、これまでも環境保全型農業の

推進に取り組んできましたが、水量の確保及び水質の保全

に向けた更なる施策の展開を恒久的な取組みとするため

に、条例の制定を検討しています。

無 環境生活部
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72 Ｃ 施 26 百年の礎を築く １３ 環境を豊かに ６４

宝の海である有明海の惨状に憤りを感じる。関係各県と連携し、

国に対して具体的な再生策を早く示し着手するよう働きかけが必

要である。県民的訴えを起こせないか。

　有明海・八代海等の再生については、特措法に基づく県

計画に沿って、国や関係県が連携しながら、生活排水対

策、森林機能の向上の取組みや漁場環境の改善等、総合

的な対策に取り組んでいます。

　しかしながら、海域の水質状況はなかなか改善の兆しが

見られず、漁業生産についても不安定な状況が続いてお

り、両海域の再生には一刻の猶予もありません。現在、国

の総合調査評価委員会では、有明海・八代海等の再生に

向け、海域環境変化のメカニズムや水産資源減少の要因を

分析していますが、県としても、国への施策提案、九州議長

会、九州知事会、関係県で構成される有明海・八代海再生

推進連絡協議会等、機会を捉え、国に対し、早急に再生方

策を提示するよう要望活動を行ったところです。

　現在、有明海については、国主導の下、沿岸4県が協調し

て取り組むための場の設定等進められていることから、有

明海の再生に向けて取組みが加速することを期待していま

す。

　なお、有明海の水質保全を担う有明海流域各県の下水道

整備計画については、国土交通省九州地方整備局が策定

した「有明海水域に係る下水道整備総合計画に関する基本

方針」に基づいて目標の共有が図られた後、各県が「有明

海流域別下水道整備総合計画」を策定し、関係する市町村

とともに施設整備を進めています。

無

環境生活部

農林水産部

土木部

73 Ｄ 施 26 百年の礎を築く １３ 環境を豊かに ６６

温室効果ガス削減の新たな目標値を国が提示できない状況で国

民の意識や取組みにもトーンダウン傾向が見られる。

　国では、2013(H25)年11月に、2020年における温室効果ガ

スの排出量を2005年比3.8％削減という目標を提示しました

が、これは原子力発電による削減効果を含めない暫定的な

目標であり、エネルギー政策やエネルギーミックスの検討の

進展を踏まえて見直し、確定的な目標を設定するとされてい

ます。

　国の目標値は暫定的なものであり、排出量も電源構成に

よって左右されるため、温暖化問題に関する今後の動きに

不透明な部分があることは否めません。

　本県では、「熊本県総合エネルギー計画」に基づく「新エネ

導入・省エネ強化により、家庭の電力消費相当量（原油換

算100万ｋｌ）を賄う」という目標を温暖化対策の指標として位

置づけています。県民共通の目標達成に向けて取り組んで

いくとともに、国の動向や電源構成を引き続き注視していき

ます。

　また、県民への啓発にあたっては、それぞれが自分に合っ

たスタイルを選択し、無理なく続けられる方法で実践してい

こうという「くまもとらしいエコライフ」を提唱しており、家庭や

事業所等における自主的な行動が推進されるよう取り組ん

でいます。

　一人ひとりの意識や取組みには差があるものの、県民ア

ンケート等からは、東日本大震災以降、節電や省エネに対

する関心の高さが維持されていることが窺えますので、これ

らの意識が継続的な実践に結びづくよう、引き続き啓発を

行っていきます。

無 環境生活部

17/22



【分類】Ａ：指標・アンケートに関する御意見　Ｂ：政策評価の記述等に関する御意見　Ｃ：新たな御提案等　Ｄ：その他

No. 分類 頁

取組みの

方向性等

施策 委員意見（概要） 対応・考え方

評価表

の修正

担当部局

戦略

74

Ａ

Ｂ

施

25

26

百年の礎を築く １３ 環境を豊かに ６８

南関町の公共関与処分場は安心安全、安定経営が第一である

が、早期供用開始と処分費用の適正価格化にも努力する必要が

ある。

また、処分場屋根にソーラーを設置する県民発電所との連携も重

要である。

不法投棄撲滅パトロールの強化など撲滅策の充実を図ることが必

要である。不法投棄件数と検挙数は指標にしなくて良いか。

　南関町の公共関与最終処分場については、事業主体であ

る（公財）熊本県環境整備事業団において、当初計画どおり

平成27年秋ごろの供用開始に向けて工事を行うとともに、

処分費用についても、九州各県及び県内企業の状況を比

較考慮のうえ、検討を進めています。

　また、県民発電所（メガソーラー）については、環境教育の

ための一地域資源として、その活用を検討しているところで

す。

　不法投棄撲滅については、県内各保健所に廃棄物指導

員を配置してパトロールを行うとともに、不法投棄に関する

情報・相談を受け付ける「廃棄物110番」を設置して、24時間

体制を構築しています。

　また、（一社）熊本県産業廃棄物協会と不法投棄の情報提

供に関する協定を締結するなど、早期発見と拡大防止によ

る対策強化に努めています。

　

　なお、不法投棄件数の指標化については、県民からの通

報件数や、県の監視強化による覚知件数の増減が見込ま

れるため、件数の増減が施策の推進状況を反映していると

は言い難い面があり、馴染まないと判断しています。

　加えて、検挙数についても、被害発生（認知）が明確な交

通事故抑止や犯罪抑止等、抑止に関するものは妥当である

と考えられますが、この場合は、認知が把握できない中で

の目標的な数値となるため、同様に指標には馴染まないと

判断しています。

有

環境生活部

警察本部

75 C 施 25 百年の礎を築く １３ 環境を豊かに －

子どもたちへの環境教育に力を入れているが、環境教育に対する

評価が上がっていない。これからの環境教育は、持続可能な社会

をつくるために、環境や産業を守る総合的な取組みが必要ではな

いか。

　環境教育の今後の方向性としては、環境センターを中心

に、水俣市の水俣病資料館等と情報の共有化を進め、ニー

ズに応じた学習プログラムの実施や情報発信等による来館

者・受講者の増加を図っていきたいと考えています。

　また、新たな取組みとして、公共関与最終処分場などの地

域資源を活用し、これらを有機的に結びつけた環境教育プ

ログラムの実施とそのための人材育成を進めていくこととし

ています。まずは、荒尾・玉名地域をモデルとして地域資源

を生かした環境教育を実践し、総合的な環境教育の取組を

進めていきます。

無 環境生活部

76 Ｂ 施

27

28

百年の礎を築く １４ 熊本アカデミズム ７１

留学生から選ばれるまちづくりを進めるうえで、留学生自身の意見

を集約し反映させる具体的な取組みは。

　大学コンソーシアム熊本が、SNSを活用した留学生からの

意見を汲み取りやすい仕組みを構築しています。

　今後も、こうした大学コンソーシアム熊本が実施する留学

生支援等の活動を通じて、留学生からの意見の把握を進め

ていきたいと考えています。

無

企画振興部

商工観光労

働部

18/22



【分類】Ａ：指標・アンケートに関する御意見　Ｂ：政策評価の記述等に関する御意見　Ｃ：新たな御提案等　Ｄ：その他

No. 分類 頁

取組みの

方向性等

施策 委員意見（概要） 対応・考え方

評価表

の修正

担当部局

戦略

77 Ｂ 施 30 百年の礎を築く １５ 夢を叶える教育 ７３

様々な施策が講じられているが、教室はある意味で密室。問題を

抱えた教師の言動で傷ついている子供もいると思うが、明らかに

なりにくいのが現状である。SSWの導入によって多角的に学級や

子どもの様子を観察し、教師に的確なアドバイスができることを期

待したい。

　現在、高校では3つの拠点校に、小中学校については10

教育事務所等にSSWを配置し、関係機関と連携しながら、

課題を抱えた児童生徒・保護者に対する支援を進めていま

す。

　今後ともSSWの拡充に努めるとともに、SSWの活動を教職

員の児童生徒に対する指導に活かしていきます。

無 教育庁

78 Ｃ 施 30 百年の礎を築く １５ 夢を叶える教育 ７３

（今後の推進項目及びアプローチの提案）

校長のリーダーシップのもと、教職員と生徒が向き合う仕組みの構

築。教職員の人材育成と人事考課制度をリンクさせ教職員の評価

を明確にする。SSW等のサポートを活用し教職員の多忙感の軽減

を行う。これらを確実に実施できるようにPDCAを回す教育委員会

と校長など管理職のリーダーシップとマネージメント力が重要。

（再掲）

　意見No66の「対応・考え方」と同じです。

- 教育庁

79 Ｂ 施 30 百年の礎を築く １５ 夢を叶える教育 ７４

子どもたちを地域ぐるみで育てていくことは、将来を担う子どもたち

にとって、とても必要なことだと思う。地域の寺子屋プランを進める

ためには何をすべきか更なる分析が必要であり、実施に至ってい

ない地域は原因を把握し、対応していくべきはないか。

　現在、地域の寺子屋推進事業の中で、寺子屋プランナー

が市町村の各小中学校における地域の寺子屋の立ち上げ

支援を行っており、平成25年度は新しく100校を超える地域

の寺子屋が立ち上がりました。

　一方で、御意見のとおり、何らかの理由で地域の寺子屋

が立ち上がらない学校もあります。今後、各教育事務所の

社会教育主事を通して、その原因を把握するとともに、現在

立ち上がっている地域の寺子屋についても支援を続け、き

め細かに対応していきたいと考えています。

無 教育庁

19/22



【分類】Ａ：指標・アンケートに関する御意見　Ｂ：政策評価の記述等に関する御意見　Ｃ：新たな御提案等　Ｄ：その他

No. 分類 頁

取組みの

方向性等

施策 委員意見（概要） 対応・考え方

評価表

の修正

担当部局

戦略

80 Ｂ 施 30 百年の礎を築く １５ 夢を叶える教育 ７４

就労継続のフォローと支援の必要性を身近な事例からも感じてい

るが、どのような体制で実施するのか。

また、応援の塾、地域の学習教室はぜひ継続してほしい。

　ひとり親の就労継続のフォローについては、勤務状況や収

入状況等を県が定期的に事業者から確認し、必要に応じて

事業者に対する指導を行うとともに、就業者からの相談等

に県も対応するなど、県と事業者が一体となって実施してい

ます。

　応援の塾、地域の学習教室については、御意見も踏ま

え、事業の継続に向けて取り組んでいきます。

　また、貧困の連鎖を教育で断つことを目的に、生活保護世

帯の子どもを対象にした学習塾などを設置していますが、参

加児童の増加も見られ、一定の成果をあげているところで

す。なお、平成27年度から生活困窮者対策の中で実施され

ることが法定化されたため、今後の施策展開については検

討中です。

　さらに、教育委員会では、放課後子ども教室推進事業を実

施し、地域住民の参画を得て、放課後の空き教室を活用

し、希望する全ての児童に対して学習活動や様々な体験活

動を提供しています。

　放課後子ども教室では、多くの会場で学習の時間を設け

るなど子どもの学習機会を確保しているほか、活動メニュー

の多様化につながるような研修会も実施しています。

　本事業は、地域住民の生涯学習の視点からも意義深いと

思われますので、継続して実施していきたいと考えていま

す。

無

健康福祉部

教育庁

81 Ｃ － － － －

熊本の開業率は２．９％、廃業率は６％という数字から会社数は

減ってきているので、１つの指標として開業率も入れていただき、

開業を促す施策も行っていただきたい。

　総務省が実施した2012年経済センサス活動調査結果に

基づいて(公財)地方経済総合研究所が算出したデータによ

れば、2009年～2012年の本県の開業率は2.4％、廃業率は

6.2%となっています。(全国ベース　2.7%、6.7%<2014年8月公

表>)

　一方、平成24年度中小企業白書によれば、同調査結果に

基づく2009年～2012年の全国ベースの開業率は、非1次産

業全体で開業率1.9%、廃業率6.3%となっています。

　このように、同じ統計調査結果でも算定方法等により数値

が異なるほか、新４カ年戦略の期間中に取組みの成果を測

るための適切なデータを把握できるかが不明であることか

ら、戦略指標として開業率を設定することは困難であると考

えますが、注視していきたいと思います。

　なお、今年度は、中小企業経営力強化支援事業(成長支

援)で、創業者支援資金の拡充や各種セミナー、専門家の

派遣等を実施し、創業等に取組む中小企業・小規模事業者

の支援を行っており、地域経済の活性化に向けて、今後とも

更に取り組んでいきます。

無

商工観光労

働部

20/22



【分類】Ａ：指標・アンケートに関する御意見　Ｂ：政策評価の記述等に関する御意見　Ｃ：新たな御提案等　Ｄ：その他

No. 分類 頁

取組みの

方向性等

施策 委員意見（概要） 対応・考え方

評価表

の修正

担当部局

戦略

82 D － － － －

県南振興は大切である。八代が元気になると熊本全体が元気にな

ると思うため、フードバレー構想も含めて県南振興にもっと力を入

れて取り組んでいただきたい。

　八代港について、水深14m航路の整備促進に係る国との

協議を引き続き進めていくとともに、ガントリークレーンの大

型化や新コンテナターミナルの配置計画、大築島北土砂処

分場の整備を進めることで、更なる物流機能強化を図って

いきます。

　また、八代以外の地域においても、「水俣・芦北地域振興

計画」や「ふるさと五木村づくり計画」などに基づいて各施策

を展開し、県南地域全体の振興を図ることで県全体の浮遊

につなげていきたいと考えています。

無

企画振興部

土木部

83 Ｄ － － － －

熊本県においても、消滅可能性都市の名前がいくつも挙がってい

る。社会保障制度も、これまでは、高齢化問題・介護問題に偏って

重点政策化されてきたところがある。これからは少子化問題を子

育て支援も含めて、国の政策とは別に、熊本県としてできることは

何かと真剣に考えていかなくてはならない時期に来ている。

児童手当などのお金の問題は国がやるべきであって、地方自治体

としてはその他のきめ細かなサービスを考えてほしい。

　平成27年4月に始まる子ども・子育て支援新制度に向け

て、今年度の策定を予定している「熊本県子ども・子育て支

援事業支援計画」を通じ、市町村と連携した子育て支援の

充実を図っていきます。

　また、国の地域少子化対策強化交付金事業などを活用

し、妊娠・出産・育児の切れ目のない支援に取り組んでいく

ことにしています。

　なお、県では、子育て環境の向上や働きやすい環境整

備、さらには、雇用創出、地域資源を生かした交流の拡大

や移住定住の促進などに取り組んでいます。

≪補足≫

　人口減少・過疎化・家族や地域の絆の再生といった重要

課題に更に果敢に挑戦していくため、知事を本部長とする

「幸せ実感まち・ひと・しごとづくり本部」を9月10日に設置し

ました。国の「まち・ひと・しごと創生本部」の創設の機会を

捉え、新４カ年戦略の取組みを重点化、加速化するととも

に、新たな取組みも加えて課題への対応を一層強化してい

きます。

無

企画振興部

健康福祉部

84 Ｄ － － － －

人口減少問題については、人口が減少すると人が住んでいない家

が多くなるため、空き家の有効的な利用を考えていく必要がある。

　空き家の有効活用は県外からの移住を促進するうえでも

重要であり、市町村等が行う空き家の調査や空き家改修に

対して「地域づくり夢チャレンジ推進事業補助金」による積極

的な支援を行うとともに、移住・定住に役立つ市町村情報と

熊本での暮らしの魅力を発信するHP「熊本県移住・定住

ポータルサイト」で、各市町村の空き家情報を一元的に発信

しています。

無 企画振興部

21/22



【分類】Ａ：指標・アンケートに関する御意見　Ｂ：政策評価の記述等に関する御意見　Ｃ：新たな御提案等　Ｄ：その他

No. 分類 頁

取組みの

方向性等

施策 委員意見（概要） 対応・考え方

評価表

の修正

担当部局

戦略

85 Ｄ － － － －

・人口減少については、若い人が働ける職場の創出が必要であ

り、魅力ある地方ライフを若い人で議論し、それを施策でサポート

し具現化する。そしてその魅力を全国に発信していくことが必要で

ある。

・地方に戻ってくることは負け組ではなく、成功事例になるというシ

ステムを作ることが大事である。

　先輩移住者がその経験を語る移住セミナーや移住相談会

を、東京、大阪等でこれまで開催するとともに、今年度は、

若者と先輩移住者がワールドカフェスタイル（※）でフリー

トークできる座談会の開催も予定しています。

　これらの取組みや、No.84の「熊本県移住・定住ポータルサ

イト」を通じて、熊本のワーク＆ライフスタイルやその魅力を

今後も全国発信していきます。

※ワールドカフェスタイルとは、カフェのようにリラックスした

雰囲気の中で、テーマに集中した対話を行い、メンバーの組

み合わせを変えながら、小グループでの話し合いを続ける

ことで、参加者全員が話し合っているような効果が得られる

対話手法の一つ。

無 企画振興部

86 Ｄ － － － －

人口問題については、県と市町村が１対１で話し合いをして、生き

残り策を考えてほしい。

　御意見のとおり、人口減少問題に取り組むに当たり、市町

村の意見を汲み取っていくことは重要と考えています。

　様々な機会を捉えた意見交換等を通じて、地域の実情や

課題を把握し、取り組んでいきたいと思います。

無 企画振興部

87 Ｄ － － － －

人口減少に関しては、親が子どもを育てるための不安を取り除くこ

とが、安心して子どもを産めることにつながるのでないか。

　地域や家庭における子育て力の低下が進む中、子育てに

不安感を抱える方が多く見られます。県では、子育てについ

ての相談、助言などを行う「地域子育て支援拠点事業」への

支援や広報誌・ホームページ等による子育て情報の提供、

子育て支援セミナーの開催など、子育ての不安感解消に向

け取り組んでいるところです。

　今後も子育て環境の整備を進め、安心して子どもを産み

育てることができる社会づくりを進めていきます。

無 健康福祉部

88 Ｄ － － － －

県外に出て行った事業者がＵターンすることで、雇用確保と人口の

減少を止めることができるのではないか。

　新たな雇用機会の確保等に向け、これまでに培った人脈・

事業者などの情報も活用しながら、「選ばれる熊本」を目指

して企業誘致活動を展開しています。

　御意見にある事業者のＵターンについては、新たな切り口

として、可能性を含め検討していきたいと思います。

無

企画振興部

商工観光労

働部
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